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外壁・屋根色彩基準外壁・屋根色彩基準外壁・屋根色彩基準外壁・屋根色彩基準 

 

・外壁の色彩 

 

建築物の外壁の色彩は、周辺景観との調和を図るものとし、ＪＩＳ Ｚ8721（色の表示法

三属性による表示）で立面外壁面積の 3 分の 2 以上は、色相Ｒ・ＹＲ・Ｙ及びＮ、明度 7

以上、彩度 6 以下とする。立面外壁面積の 3 分の 1 以下の色相Ｒ・ＹＲ・Ｙの明度 3 以上 7

未満は、彩度 4 以下、明度 3 未満は、彩度 3 以上とし、その他の色相（Ｒ・ＹＲ・Ｙ以外）

は、明度 3 以上で、明度 3 以上 4 未満の彩度は 4 以下、明度 4 以上の彩度は 2 以下とする。

無彩色Ｎは、明度 3 以上とする。 

 

立面外壁面積 3 分の 2 以上の色彩基準（ＪＩＳ Ｚ8721 による） 

色相 明度 彩度 

Ｒ・ＹＲ・Ｙ 7 以上 6 以下 

Ｎ（無彩色） 7 以上 - 

 

 

屋根の色彩 

 

建築物の屋根の色彩は、周辺景観との調和を図るものとし、ＪＩＳ Ｚ8721（色の表示法

三属性による表示）で、色相Ｒ・ＹＲ・Ｙは彩度 4 以下、その他の色相は、彩度 2 以下と

する。 

 

立面外壁面積 3 分の 1 以下の色彩基準（ＪＩＳ Ｚ8721 による） 

色相 明度 彩度 

Ｒ・ＹＲ・Ｙ 

3 以上 7 未満 4 以下 

3 未満 3 以上 

Ｒ・ＹＲ・Ｙ以外 

4 以上 2 以下 

3 以上 4 未満 4 以下 

Ｎ（無彩色） 3 以上 - 












